
パブリック・コメントでの意見に対する県の考え方 

 

 ・実施期間 ：平成２５年７月２２日（月）から平成２５年８月２１日（水）まで 

・意見の件数：１１人 ３６件 

項目 意見の内容 意見に対する県の考え方 

「やまぐ

ちブラン

ド」の育

成 

ブランドを普及、定着させる

にはウリが必要であるが、現時

点では無い。ウリ無くして首都

圏や海外への販路開拓は不可

能。 

「やまぐちブランド」品目は、消費者

目線での客観的な基準を設け、味や品質

に優れ全国に誇れる農林水産物であり、

今後、関係団体と協働して、ブランドの

育成、普及、定着に努めてまいります。 

地産・地

消の取組

強化 

 

地産・地消を目指すなら、ど

の時期に何がどのくらい必要か

というデータ取得から始めるべ

き。 

 地産・地消は、生産者団体、流通・加

工・販売業者、消費者団体と一体となっ

て、実需者や消費者の需要を踏まえ、進

めている取組であり、今後とも、需要に

しっかりと応えられるよう生産強化に努

めてまいります。 

 ＪＡでは、多様な担い手の育

成とともに、ファーマーズマー

ケット（農産物直売所）を設置

し、地産・地消、コミュニティ、

食と農に関する情報発信の拠点

として活動展開したいので、支

援等をお願いしたい。 

今後とも、関係団体のご意見を踏まえ、

必要な支援等に努めてまいります。     

 

 ＪＡでは、適地適作を基本に

地域別の品目選定・作付誘導、

集荷・出荷体制の整備によるブ

ランド化を推進するなど、共同

販売体制を強化し、農業所得の

増大、持続可能な農業の実現に

取り組みたいので、支援等をお

願いしたい。 

 今後とも、関係団体のご意見を踏まえ、

必要な支援等に努めてまいります。 

 

メニュー開発は、生産量が消

費量を大きく上回るもののみに

必要で、現時点では必要ない。 

 メニュー開発は、県産農林水産物の安

定した需要を確保するための取組の一つ

であり、今後とも、需要を確保しながら

需要にしっかりと応えられるよう生産強

化にも努めてまいります。 

卸売市場の機能強化とは何の

ことなのかまったくわからない

（特に青果物）。農家と契約栽培

的な取引ができるような組織を

設立（または誘致）するような

動きが必要。 

 県内の青果物、花きが、消費者に安定

的に提供できるよう卸売市場間連携の取

組を進めるもので、計画の記載内容を補

足します。 

 また、いただいたご意見は、今後の施

策推進の参考にさせていただきます。 

 



項目 意見の内容 意見に対する県の考え方 

国内外の

販路開拓 

 

海外販路の開拓のためにも、

まずは国内でのやまぐちブラン

ドのＰＲに力を入れるべき。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。            

法人経営

体の育成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法人の新規就業者受入体制整

備や経営確立により、法人の世

代交代や雇用創出を促進するべ

き。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。     

集落営農法人の経営は維持

していくことが精一杯のよう

な気がする。 

法人経営が維持・発展するよう生産性

の向上や経営の複合化・多角化に向けた

取組を支援してまいります。  

集落営農法人を補助金なし

でも黒字化できるような施策

の方が必要。補助金がなければ

破綻するような組織では意味

がない。 

地域の農地を地域で守るこ

とができない地域では、県内外

から経営体を誘致することも

必要。そのためには、関係機関

がまとまった農地を確保し、経

営しやすい環境を整えていく

ことが必要で、コーディネート

するための組織や人材の確保

が重要。 

農地の維持や担い手への農地集積につ

いては、国で検討されている農地中間管

理機構（仮称）など、関係施策を有効に

活用し、関係機関・団体と一体となって

取り組んでまいります。 

いただいたご意見は、今後の施策推進

の参考にさせていただきます。     

 

女性起業グループの経営安定

や後継者確保、社会的責任など

から法人化は必要であるが、自

然相手の原料確保の問題や構成

員の高齢化等でなかなか法人化

に踏み切れない場合が多い。 

法人化を推進するには、合意

形成に向けた話し合いや人材

育成が必要。 

農林事務所や水産事務所の

指導、支援をお願いしたい。 

(２名より) 

今後の施策推進の参考にさせていただ

くとともに、農林事務所や水産事務所に

よる支援等に努めてまいります。         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新規就業

者の確保 

・育成 

 

 

 

 

担い手等が不足しており、若

年就農者や新規就農者の育

成・指導の強化が必要。 

 

 

 

 

就農相談から研修の実施、研修後の経

営安定に向けた支援まで、県独自制度や

国支援制度の活用をしながら進めている

ところです。いただいたご意見も参考に

しながら、新規就農者の確保・育成に向

け、より一層努めてまいります。  



項目 意見の内容 意見に対する県の考え方 

新規就業

者の確保 

・育成 

 

大まかな方針の記述のみでど

のように人材を育成するのかな

どの具体例に欠ける。 

本計画では数値目標と取組の方向性を

記載しており、具体的な取組については、

毎年度の県予算でお示しすることとして

います。        

農業のＨ28 新規就業者目標

は100人／年で、Ｈ24実績の 120

人／年より減少しているのはい

かがなものか（2名より）。Ｈ24

実績と同水準の数字をおくべ

き。 

 Ｈ20～Ｈ24 の５年間の平均では 93 人

／年であり、自営就農者 50人、法人就業

者 50人の計 100人を確保する必要がある

ことから設定した目標です。  

 

外部からの定住には、住居の

問題が一番ネック。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。         

安心・安

全な農水

産物の供

給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＪＧＡＰやエコやまぐちは、

消費者に浸透しておらず、農家

に負担を強いるだけ。導入に消

極的な生産者の方が多いので

はないか。 

 安心・安全の取組は、農産物生産の基

本であり、今後とも、関係団体と一体と

なって、生産者、実需者、消費者への普

及啓発等に努めてまいります。 

認証によって直接需要が増加した報告

はありませんが、販売先の信頼が改善さ

れたとの報告がされています。 

 ＪＧＡＰ認証されれば需要

が増えるというデータはある

のか。 

 エコやまぐち農産物認証の

推進には賛成だが、農林総合技

術センターで一括して「エコや

まぐち栽培マニュアル」的なも

のを作成するべき。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。 

なお、エコ 100水稲、エコ 50水稲、エ

コ 100 ハウスホウレンソウの栽培マニュ

アルのほか、エコ 50 ぶどう防除体系、エ

コ 50イチゴ技術について、県農林総合技

術センターのホームページで公開してい

ますのでご活用ください。 

(http://www.nrs.pref.yamaguchi.lg.jp/ 

hp_open/a172010/00000001/ 

index.html)   

エコやまぐち農産物の目標

は、認証件数よりも必要とされ

る農産物の量の方がよい。（首

都圏で他県との競合に勝てる

量など） 

エコやまぐち農産物を推進する上での

１つの指標として認証件数を目標設定し

ています。 

いただいたご意見は、今後の施策推進

の参考にさせていただきます。  

需要のあ

る品目の

生産強化 

 

 

 

 

需要のある品目や量はどの

ように設定されたのかわから

ない。 

 

流通・加工・販売業者等のご要望を踏

まえるとともに、担い手育成や産地振興

の観点も考慮して設定しています。 

 



項目 意見の内容 意見に対する県の考え方 

需要のあ

る品目の

生産強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大豆・麦の生産拡大の推進の

一つとして、担い手への６次産

業化の推進、加工施設整備を推

進してもらいたい。 

いただいたご意見のとおり、担い手を

主体とした大豆・麦の生産拡大や経営の

多角化に向けた取組を支援してまいりた

いと思います。      

たまねぎは、豊作による価格

暴落もあり、出荷量が多いとい

うのは一概によいこととはい

えない。出荷量の目標もよいが

出荷時の価格が下落しないよ

うにしないと意味がない。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。 

なお、現在、価格暴落による影響を少

なくするため、契約取引の推進や価格補

てん制度の活用などにより、各産地の計

画出荷の取組を支援しているところで

す。             

ゆめほっぺの目標が 500ｔに

なっているが、栽培をやめよう

と言う人が多いと聞く。栽培方

法の幅広い普及を徹底し、これ

だけ儲かるというメリットの

提示が必要。 

単収向上のための対策をはじめ、今後

の施策推進の参考にさせていただきま

す。 

 

 

機械や施設などの支援は必

要であるが、資材費や運送費が

経営を圧迫している点も考慮

に入れてほしい。地産・地消の

範囲を資材やエネルギーにま

で広げ、県外へのお金の流出を

少なくするような体制をつく

っていくべき。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。 

 

 

「漁獲制限などによる資源

管理」には、漁業者間において

不公平で乱獲に繋がる「ボラ囲

い刺し網漁」を制限・廃止する

など、漁業権の見直しを含める

べき。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。 

 

 

 

「取締りや指導を強化して

漁業秩序の維持に努める」とあ

るが、従前と強化後の目標件数

を明示してほしい。 

目標件数は設定しませんが、関係団体

等と連携し、今後とも漁業秩序の維持に

努めてまいります。 

 

 

 

 

 



項目 意見の内容 意見に対する県の考え方 

生産基盤

の拡充 

農地の多面的機能の維持と

区画整理などは相反するもの
では。区画整理などができない
ような農地は環境保全能力が
高く、維持するには人手が必
要。生産に特化せず、観光資源
や防災のために公園とおなじ
ように維持管理していくよう
なしくみが必要では。集落での
管理は限界を超えており、共同
の取組を支援するのではなく、
管理体制について考える必要
がある。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。 
 

 

新規就農者が条件のよい樹

園地を確保できるよう、大型の
農地基盤整備も計画してほし
い。 

今後の施策推進の参考にさせていただ

きます。 
 

 

鳥獣による農林業被害額に
漁業被害も含めるべき。 

鳥獣被害のデータは、国の調査ともリ
ンクするよう農林業被害額で設定してい
ます。 

漁業被害については、漁業者からの要
望を踏まえ、カワウ対策などに取り組ん
でまいります。      

全体的に  再生・強化を進めるための計
画であれば、何がどのように衰
退したのか、原因は何か、どの

ようにすれば問題点が解決す
るのかという視点が必要。 

本計画は、担い手の減少・高齢化、産
地間競争の激化、貿易自由化の動きなど
の課題や、これまでの取組状況等を踏ま

え、関係団体等の皆様のご意見をお聞き
し、今後、必要な取組について記載して
います。            

目標設定が若干高すぎる。 いただいたご意見や県農林水産審議会
でのご意見等を踏まえ、目標設定の一部
を見直しましたが、基本的には、これま
での実績やこれからの具体的な取組を踏
まえて実現可能なものとして設定したも
のであり、今後とも全力で取り組んでま
いります。           

農林水産業再生には、環境生
活部、健康福祉部、商工労働部、

土木建築部など、それぞれ密接
に関わる部門があると思う。 

観光分野など他産業との連携をしなが
ら、今後の施策推進に努めてまいります。 

           

その他 広報乏しい中、手許に端末等
が無い者が資料を手に入れ、関
係資料を調査し、意見等を送る
のに１ヶ月という期間は短す
ぎる。 

山口県パブリック・コメント制度実施
要綱に基づき実施しました。  

 


